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鈴の音保育園 運営についてのお知らせ 

（重要事項説明書） 

 令和７年４月１日現在 
１ 施設運営主体 

名  称 社会福祉法人 恵泉会 
代 表 者 氏 名 理事長 後藤 重好 
所 在 地 鶴岡市茅原町２８番１０号 
電 話 番 号 ０２３５－２９－５１１１ 

    

２ 施設の概要 
施 設 の 種 類 事業所内保育所 小規模型 
施 設 の 名 称 鈴の音保育園 
施設の所在地 鶴岡市苗津町 5 番 66 号 
連  絡  先 電話／０２３５－３３－８４５５ 

FAX／０２３５－３３－８１９９ 
施 設 長 名 園長 白井 育子 
利 用 定 員 満１歳以上満３歳未満の児童         ８人 

満１歳未満の児童              ４人 
事業開始年月日 平成２８年４月１日 

 
３ 連携施設の概要 

施 設 の 種 類 保育所 
施 設 の 名 称 鶴岡市立東部保育園 
施設の所在地 鶴岡市日出一丁目２５番２３号 
連  絡  先 電話／０２３５－２２－２１４２ 

FAX／０２３５－６４－０７３１ 
連 携 内 容 食事の提供に関する支援。嘱託医による健康診断等に関する支援。 

屋外遊戯場の利用に関する支援。合同保育に関する支援。後方支援。 
行事への参加に関する支援。卒園後の受け入れ園としての支援。 

 
４ 事業の目的・運営方針 

  鈴の音保育園（以下「当園」という。）は、社会福祉法人恵泉会（以下「法人」という。）の事

業所内保育所として、法人職員及び地域の保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育

事業を行うことを目的とします。 
  （１）当園は、保育の提供にあたっては、入園する乳児及び幼児（以下「園児」という。）の最

善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供する

よう努めます。 
  （２）当園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や

発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行います。 
（３）当園は、法人が管理運営する鶴岡市立東部保育園や地域の様々な社会資源との連携を図り

ながら、鶴岡市立東部保育園の保育理念・保育目標・保育の基本方針に基づき、園児の保育

や園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めます。 
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５ 施設・設備等の概要 

敷 地 敷地全体 461.49 ㎡ 
園 舎 構 造 木造亜鉛メッ

キ銅板ふき 
園 庭 ㎡ 延べ面積 195.83 ㎡ 

施設の内容 
乳児室 ３室 ほふく室 １室 
保育室 １室 遊戯室 １室 
調理室 １室 沐浴室 １室 

その他設備 冷暖房 
 

６ 職員体制   

職 種 員 数 常 勤 非常勤 備 考 
園 長 １ １  東部保育園長・小堅わんぱくルーム所長と兼務 

主任保育士 １ １   
保育副主任 １ １   
保育士 ４ ３ １ うち１名東部保育園保育士と兼務 

事務員 
１ １  

東部保育園事務員・小堅わんぱくルーム事務員

と兼務 
当園では、「山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」に定める基準を遵

守し、保育の実施に必要な職員として、上記の職種の職員を配置しています。 
 
７ 保育を提供する日 

 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。 
 ただし、年末年始（１２月２９日から１月３日）及び祝祭日は休園となります。 
 
８ 保育を提供する時間 

 保育を提供する時間は、次のとおりとします。 
 （１）保育標準時間認定に係る保育時間 
    保育標準時間認定に係る給付認定証を市町村から交付されている方の場合、７時３０分か

ら１８時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。 
 （２）保育短時間認定に係る保育時間 

保育短時間認定に係る給付認定証を市町村から交付されている方の場合、８時から１６時

までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。 
    なお、上記以外の時間帯においてやむを得ない理由により保育が必要な場合は、７時３０

分から８時まで又は１６時から１８時３０分までの範囲内で、時間外保育を提供いたします。

（時間外保育の利用に当たっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利

用者負担が必要となります。） 
 
９ 提供する保育等の内容 

  当園は、保育所保育指針（平成２９年厚労省告示第１１７号）を踏まえ、以下の保育その他の

便宜の提供を行います。 

 （１）特定教育・保育及び時間外保育の提供 
    上記７に記載する時間において、保育を提供します。 

（２）食事の提供 
   以下の時間帯に食事の提供を行います。 
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 午前間食 昼食 午後間食 
０歳児 ９時１５分頃 １１時頃 １５時頃 

１・２歳児 ９時１５分頃 １１時１５分頃 １５時頃 
  ※ 食事は鶴岡市立東部保育園の調理室で調理し、鈴の音保育園に運び、提供します。 

※ 献立は毎月別途お知らせします。 
  ※ 食物アレルギー等、体質に合わない食材があればご相談ください。 
 
１０ 利用料金 

 （１）特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

      給付認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いいただきます。 
 （２）保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 
     （１）に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。 
      お支払方法については、別途お知らせします。 
 
１１ 利用の終了に関する事項 

   当園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。 
 （１）園児が 4 月 2 日で満 3 歳を超えたとき 
 （２）児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める給付要件に該当しなくな

ったとき 
 （３）その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 
 
１２ 嘱託医  
   当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 
 （１）内科 

医療機関の名称 今立小児科医院 
医  師  名 今立 明宏 
所  在  地 鶴岡市鳥居町２番３０号 
電 話 番 号 ０２３５－２４－３３７７ 

 （２）歯科 
医療機関の名称 ふみぞの歯科・矯正歯科 
医  師  名 荻原 敬 
所  在  地 鶴岡市文園町３番６号  
電 話 番 号 ０２３５－２５－８１１８ 

 （３）眼科 
医療機関の名称 黒沢眼科医院 
医  師  名 黒澤 久子 
所  在  地 鶴岡市昭和町１０番２０号 
電 話 番 号 ０２３５－２４－９６３８ 

 

１３ 緊急時の対応 

   お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する緊急

連絡先及び医療機関等へ速やかに連絡を行います。 
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１４ 要望・苦情等に関する相談窓口 

  (１)当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 
 

当園 
ご利用相談

窓口 

・窓口担当者   主任保育士 佐藤 朋 
・苦情解決責任者  園  長   白井 育子 
・虐待防止責任者 同  上 
・ご利用時間   ８：３０～１７：３０ 

・電話番号   ０２３５－３３－８４５５ 
 ・Ｆ Ａ Ｘ     ０２３５－３３－８１９９ 
 担当者が不在の場合は、当園職員までお申し出ください。 

第三者委員 
蓮池 妙子 鶴岡市大宝寺町 6 番 7 号      0235（22）2474 
冨樫 憲也 鶴岡市日和田町１番 18 号     0235（23）3556 

  ※ 当園では、上記のほか、園内に要望・苦情等に係る意見箱を設置しています。 
 

（2）虐待防止のための措置 

   園児に対する虐待を防止し、且つ適切な対応をするために次の措置を講じます。 
① 虐待防止に関する責任者の選定 
② 苦情解決体制の整備 
③ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

 
１５ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める、「洪水時の避難確保計画」により対応いたします。 

防災設備 
・自動火災報知機    ・誘 導 灯    
・ガス漏れ報知機    ・非常警報装置   
・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理  

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します。 

  

１６ 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金  

   当園では、以下の保険に加入しています。 
保険会社 東京海上日動火災保険株式会社 

保険の種類 施設賠償責任保険 
保険の内容 施設・事業活動遂行事故 １事故 100,000 万円 

生産物・完成作業事故  １事故   5,000 万円 
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（別 表） 
 
１ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 
 

項 目 内容、負担を求める理由及び目的 金 額 
行事に係る費用 
（保護者分） 

保育参加等の給食費 実費相当額 
 

  
２ 時間外保育（延長保育）に係る利用者負担金 

① 保育標準時間利用の場合  ありません。 
 

② 保育短時間利用の場合 
 
 
 
 
 

※時間外保育の利用料金について、兄弟２人目からは半額となる。 
 
３ その他の利用者負担金 

絵本代（月４６０円）は翌月、日本スポーツ振興センター災害共済加入金（年２４０円）は

５月２６日に指定の口座より引き落としとなります。 

時 間 帯 金 額 １カ月の上限額 
 ７：３０～ ８：００ ２００円 ２，０００円 

１６：００～１８：３０ ３０分毎２００円 ３，０００円 


